佐田岬半島ミュージアム施設使用料減免申請書

	使　　用　　日
	年　　　　　月　　　　　日

	減免理由
	伊方町文化交流施設管理運営規則

第８条　条例第15条の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

□　(１)　町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業等の開催又は会議で使用する場合

□　(２)　教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関がその行事に使用する場合

□　(３)　町内の社会教育関係団体が使用する場合で、その内容が次のいずれかに該当
するとき。

ア　家庭教育の向上のための学習又は子育て支援のために使用するとき。

イ　青少年の学習その他の活動又はそれらを支援するための保護者等の活動の
ために使用するとき。

ウ　地域の伝統文化の継承又は保存のために使用するとき。

エ　学習又は活動の成果を発表し、又は地域に還元するために使用するとき。

□　(４)　前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めた場合
　　　　　（理由：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	減　　免　　額
	会議室使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
	町民活動室使用料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	
	合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

	伊方町 教育委員会　様
上記のとおり佐田岬半島ミュージアムの施設使用料を減免されたく申請します。

年　　　　　月　　　　　日

使用団体名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　       　　　　 印

	許　可　証
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様
上記の減免申請を許可します。

　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日
伊方町教育委員会　　　印　

	備　　考
	


